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インド商標局による出願の放棄 
 

 

インド商標局は、2016 年 3 月に拒絶理由通知に対して答弁されなかった多数の出願を  

放棄扱いにした。この処分に対して、答弁したが放棄扱いとされたり、拒絶理由通知を受け 

取っていないのに放棄された等の苦情が寄せられた。 

かかる苦情を考慮して、商標局は 2016 年 4 月 4 日に係る出願人又は代理人は 2016 年  

4 月 30 日までに証拠を添えて答弁することができる旨公示した。 

一方、デリー高等裁判所に本件に関して上申書が提出され、同裁判所は 2016年 4月 5日

付けで、2016年 3月 20日以後に登録官が下した放棄命令を保留し、書面で通知することなく

出願を放棄扱いとしてはならないことを命じた。 

インド商標局は上記を考慮して、2016 年 3 月 20 日後の放棄命令を保留とし、係る出願人

又は代理人は拒絶理由通知に対して答弁できることを 2016 年 4 月 11日付けで公示した。 

 

注記： 

弊社が扱っているケースで誤って放棄された出願がないか現地代理人にて確認中です。  

確認が完了次第、放棄された出願がある場合は、その対処方法を含めてお知らせします。 

                               （出典：インド特許庁） 
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